
平
成
三
十
年
十
二
月
五
日
提
出

質

問

第
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九

号

在
留
外
国
人
の
医
療
保
険
の
不
適
正
利
用
に
関
す
る
安
倍
総
理
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

尾

辻

か

な

子
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在
留
外
国
人
の
医
療
保
険
の
不
適
正
利
用
に
関
す
る
安
倍
総
理
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

在
留
外
国
人
の
医
療
保
険
の
不
適
正
利
用
に
関
し
て
、
安
倍
総
理
は
本
年
十
一
月
七
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、

「
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
既
に
そ
う
い
う
問
題
が
指
摘
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
御
指
摘
さ
れ
た
よ
う

に
、
高
額
療
養
費
制
度
と
い
う
の
を
、
あ
る
意
味
、
我
々
の
想
定
、
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
形
以
外
の
形
で
使
っ
て
、

我
が
国
に
来
て
直
ち
に
そ
れ
を
使
わ
れ
る
方
が
実
際
に
お
ら
れ
た
」
と
発
言
さ
れ
た
。

右
記
の
安
倍
総
理
の
発
言
の
根
拠
を
お
示
し
頂
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。


